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大竹市地域公共交通活性化協議会規約 新旧対照表 

 

新 旧 

（事務局） （事務局） 

第１３条 協議会の業務を処理するた

め、協議会に事務局を置く。 

第１３条 協議会の業務を処理するた

め、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、大竹市市民生活部市民課

に置く。 

２ 事務局は、大竹市市民生活部自治振

興課に置く。 

  

     附  則  

 この規約は、令和７年５月２７日から

施行し、令和７年４月１日から適用す

る。 
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